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No. 質問 回答 

質問箇所 内容 

１ 実施要領 

７応募方法等 

貴県は押印廃止を推進されているものと存じますが、本件応

募書類（様式１号～３号）も押印不要との理解で問題ないで

しょうか。 

御認識のとおりです。 

２ 実施要領 

７応募方法等 

（３）企画提案

書の提出 

企画提案書に枚数の制限はあるでしょうか。 枚数の制限は、ありません。 

３ 仕様書 

４業務内容

（１）イ 

データの受領 

受領するレセプト等のデータを格納する記憶装置（外付け

HDD 等）は、データと合わせて県から貸与されるのでしょ

うか。記憶装置を受託者が用意する必要がある場合、容量の

目安も併せてご教示ください。 

記憶装置は、受託者が御用意ください。なお、容

量の目安は、仕様書４業務内容から想定してくだ

さい。 

４ 仕様書 

４業務内容

（１）ウ 

提供するデータ 

レセプトは、以下の審査支払基金版で提供可能でしょうか。 

・医科外来レセプト：21_RECODEINFO_MED.CSV 

・医科 DPC レセプト：22_RECODEINFO_DPC.CSV 

・調剤レセプト：24_RECODEINFO_PHA.CSV 

 

レセプトについては、審査支払基金版と仕様が同

一と考えられる「レセ電コード情報ファイル記録

条件仕様」での提供が可能です。 

被保険者マスタについて、国保分は御提示のデー

タを提供可能です。後期分については、以下の



以下の被保険者マスタを、提供可能でしょうか。 

・国保：国保総合システム 特定健診等被保険者データ

（KD-IF015） 

・後期：JKA から始まる被保険者マスタ形式 

CSV ファイルが提供可能です。 

JKA_23M0010101_KA23F034N 

JKA_23M0010101_KA23F058N 

JKA_23M0020101_KA23F130N 

５ 仕様書 

４業務内容

（１）イ 

受領するデータ 

受領するレセプト等のデータには、マスタデータは含まれて

いるでしょうか。それとも受託者が用意する必要があるでし

ょうか。 

 

レセプトに関しては、質問№4 に記載したファイ

ルを提供予定です。仕様書 4（１）オ d. 医薬品の

流通量に関する調査に使用するデータを除き、分

析に使用するデータを県が一括で提供します。 

６ 仕様書 

４業務内容

（１）ウ 

提供するデータ 

本件事業で実施する分析内容は、全て提供いただくデータ及

び無償のオープンデータのみで実施できる想定でよろしいで

しょうか。 

 

仕様書４（１）オ a～c については、県が提供する

データで分析を実施できると考えます。 

仕様書４（１）オ d については、受託者が取得し

たデータにて分析を実施するため、「無償のオープ

ンデータ」で仕様書に沿った分析が可能か十分御

確認ください。 

７ 仕様書 

４業務内容

（１）オ d 

医薬品の流通量

に関する調査 

受託者が用意すべきデータついて、分析期間の範囲は県から

受領するデータに合わせた２年分が必要でしょうか。 

御認識のとおりです。 

８ 仕様書 

４業務内容 

（３）市町向け

研修会の開催 

研修会の規模（見込み参加人数、開催時間等）についてご教

示ください。また開催形式について、オンライン開催の場

合、利用できるアプリケーション（Teams、Zoom 等）につ

いてご教示ください。実地開催の場合、開催場所の確保は受

研修会は２時間程度、最大 50 名程度を想定してい

ます。 

なお、報告内容や開催方法等によって変動するも

のであるため、受託者と協議の上、決定します。 



託者の業務でなく、貴県が担当する認識でよろしかったでし

ょうか。 

オンライン開催の場合は、Teams にて御対応くだ

さい。 

実地開催の場合の開催場所の確保については、御

認識のとおりです。 

９ 仕様書 

別記１ 

栃木県情報セキ

ュリティ特記事

項 

セキュリティを確保したクラウドや社内ファイルサーバー等

ネットワーク上に受領データを置き利用することは可能でし

ょうか。また、作業場所として届け出をすることで在宅での

データ解析等は可能でしょうか。 

 

栃木県情報セキュリティ特記事項第 5 条で示した

とおり、受託者は受領データを取扱うに際して、

情報漏えい防止等の技術的安全管理措置を講じ、

県にその内容を書面で報告いただきます。 

受領データの保管場所や作業場所が適切かについ

ては、報告書の内容を審査する際に、判断したい

と考えます。 

10 別紙 スケジュ

ール 

打ち合わせ 

定例会等はオンラインで実施することは可能でしょうか。現

地にお伺いすることが必須となるイベントとしてデータの受

け渡し以外にありましたらご教示ください。 

打ち合わせは原則、現地（栃木県庁）で実施する

ことを想定しています。 

 


